






要約:“川崎病発症後2年間異常を認めない場合には経過観察を中止してよい”との命題の

妥当性に関して,自験例について 7種の検討を加えた。現在の段階では,上記命題は時期早

尚で,妥当性についてなお検討の余地があると結論された。 


